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共済契約者側に
自動車事故に起因する死亡、

後遺障害または入通院に係る

共済金請求事由が発生したと

きは中面記載の共済契約所定

の共済金額を全額払いします。

◎補償に関しては、

被傷害者が

契約者側か

相手側かによって

支払い内容が

異なります。

事故相手側に緋 轍に
起因する死亡、後遺障害または入通院に

係る共済金請求事由が発生したときは以

下の条件のとおり共済金を支払います。

■「事故Jは契約者側に過失がある「人

身事故Jであること。

2共済契約証書記載の「共済金額Jは

支払限度額とし、共済契約者か負担し

た実費を共済金額の範囲内で補償し

ます。経済的損失は領収●または証拠

書類によって確認された額となります。

● 大阪府中小企業共済協同組合
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ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか?もし、

あなたが人身事故を起こしてしまったら

人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要に

なる場合があります。相手側に対する道義的責任 (誠意)についての補償は自動車保険では必

ずしも十分とはいえません.万―のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが

自動車事故費用共済です。

契約者側の場合 相手側の場合

死 亡 共 済 金

事故の日から18o日 以内に

死亡されたとき

11事 故につき}

入通院共済金

365自 分
または300万 円限度

共,斉 契約者の経済|1負 担をおうため

計300万円襲2支給加  1契鳳[も鐘 二1:〔:Fi;i;liql死亡臨時費用タ

12～300万円 12～300万円
算定された額を限度として実費を支給

人̈あ
実換日額4′500円
鵬 曜 2′250円 ‐養磐薦]に

踪]欝[}稽訴鍾 13万円博 故につき入院 過院合わせて1日 最高18000円      (3日 以上の通院ま

後遺障害共済金

1障害級男中[よ る|

■共済全は 1事故の総合計300万円か限Eです .

★ホ千人交渉までにとるべきデ:ド 1と しては、
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・イ■まI当のう,1を■参して迪イえ、′ltに‖|■ し その

後の法 liも 欠かさぬようさ力|)ねはなりません

傷■」「敲の場イヽ ま,台 ″lttを ,llい、お,と ,Iいを 1分 に行って 成し

のあることを態 ■で示すことが必要です .

☆ 4ξ 談交i歩をはじめるIり
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亡|:■の場合は四「 ソロ1の法要がすんだころ

1,■ ,す 故でま
「

|,の場合で人眈していれば退iが ,1'Iなころ |`

傷であれは1,力 '治
ったころ力:■tn,です

相手方が死亡した場合 相手方が入院した場合

i りt lt イL II  お兄夕「いのit月 ,と して■
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あなたの 喪 失 11イト |口 t交 ,|``■ が―必要と

|`    !t    lH  なりまう
‐

相手への誠意として香典 葬儀費用 お見舞い費用 療養の

雑費また契約者自身の喪矢利益、交通費なといろいろ自己出

費がかさみます。
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■相手2名 (道車:手と同民者)がそれそれ ,0日 間
入院した

(十日手)4¨ 月×]o日×2名 ‐90 000Fl
9000o円を,14い 限度として負lBし た実l・害頷
を契t者にお支払い

一
哲

■拒手]名 (運転者)か30曰 自分か20日通資した
(自分,2鰤 円×20日‐450110円 定額払い
(相手)2250円 ×30口‐67500円
6フ 51111円 を支払い限度として契匈者か負捏し
た実損害額をお支払い

合計45000円 +675011円 を支払い限度として
負担した実損宮額を契約者にお支払い

`自
分と同乗者かそれそれ10日 入院した

(自 分)4500月刈 0日 ×2名=90000口 定額
14い

90000月 を契

“

i者にお支払い

■自分か20曰通院 相手 ]名 (運転者)か死亡し|_

(自 分)2250日 ×20日 ‐45000円  定額払い
(相手)お支払いてきません
45000円を契約者にお支払い

■相手か死亡した
死亡事故共済金として3000o00円 を支払い限
度として実損害額を契約者にお支払い

=自分か20日通院 相手2名 (運車i者と同乗者)が
それそれ00曰迪院した

(自 分)22511円 ×20日 ‐45000円 定瘤払い
(1日手)2250円×30曰×2名=]35000円
13500o円 を,払い限度として契li者が員lB
した実損害額をお支払い

合計45000円 +]35000円を支払い限度とし
て負担した実損害額を契約者にお支払い

‐ヽ相手]名 (運|=者 )か 10日 入院した
(相手)4500円×]O日 =45000円
4501111円 を支払い娘度として負担した実損害頷
を契●者にお支払い
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個人てご契約の場合

1共 済栞拘書

2■ ■更ゃ者の同居C,:li

t上 記以,|め目山運転者 2名 まで

個人事業所 帽 号記載1契 約の颯合
1共 書契湾者
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約者の同居の1],,

:■ ,妻 約者が雇用 ●
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1上記以
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1共 i百業II者 ■

=事
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2共 捨奨沖書,雇
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1る者

=上
it以,ら届出こ転苦 2名 まで

六販膚‐小企業共済は 中小企業の‐ ■のア
"の

.・ 同組合です
初めて■墳にこ,1入 tヽ たたく場合計 1回 100日 以上の出資金をお■
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=た します
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者の故意によるとき
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■
■ この制度の特色

万―の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。

お支払いは迅速です。必要な費用…香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示す

お見舞いなどの出費にお役立ていただけます。

運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。

事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。

共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます.

乗J余金は、利用分量配当などで契約者に還元されます。

1車種別共済掛金

月 払

300円

150円

550円

450円

300円

1′500円 1  150円

自 家 用 乗 用 自 動 車

自家 用 軽 乗 用 自動 車

自家用普通貨物自動車 (2t超 )

自家用普通貨物自動車(2〔以下)

自家用小型貨物自動車

自家 用 軽 貨 物 自動 車

600円  1 3′0∞円

1′ 100円16′500円

13′500円

※このパンフレットは自動車事故費用共済の概要を説明したものです.

●お問い合わせ お申し込みは

大阪府中小企業共済協同組含
〒5410054大 阪市中央区南本町4丁 目3番6号

TIL 06‐6252日5481

共済契約のご加入に際して ご提供いただくイ国人情報の取扱いについては
個人情報の保護に関する法律を遵守するとともにその安全管理に努めます.

詳しくは「重要事項説明音喫 約概要 注意喚起情報)Jを必ずご覧くたさt、

お取り扱い代理所

FAX 06口6252日7045


